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主
意
書 

高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
・
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
の
安
全
審
査
と
プ
ル
サ
ー
マ
ル
計
画
に
関
す
る
質
問 

   

提 

出 

者 
 

中 

川 

智 

子 

一 

 



 

高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
及
び
東
海
事
業
所
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
の
安
全
審
査
の
位
置
づ
け
、
並
び
に
、
原
子
力
開

発
利
用
長
期
計
画
に
お
け
る
プ
ル
サ
ー
マ
ル
計
画
に
関
し
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

設
置
許
可
申
請
書
と
安
全
審
査
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て 

1 

高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
の
設
置
許
可
申
請
書
で
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
洩
事
故
の
発
生
防
止
や
事
故
の
影
響
拡
大
防
止
対

策
が
五
項
目
に
わ
た
り
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
（
以
下
「
動
燃
」
と
い
う
）
は
、
こ
れ
に

反
す
る
設
計
や
運
転
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
原
子
力
安
全
委
員
会
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書

（
平
成
八
年
九
月
）
で
、
動
燃
は
「
設
置
許
可
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
考
え
方
に
従
う
べ
き
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局
原
子
炉
規
制
課
に
よ
れ
ば
、
設
置
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
に

反
す
る
動
燃
の
設
計
や
運
転
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
違
反
で
は
な
く
、
動
燃
は
必
ず
し
も
設
置
許
可
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容

に
従
う
必
要
は
な
い
と
い
う
。
原
子
力
安
全
委
員
会
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局
原
子
炉
規
制

課
の
見
解
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
。 

主
意
書 

高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
・
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
の
安
全
審
査
と
プ
ル
サ
ー
マ
ル
計
画
に
関
す
る
質
問 

三 

 



 

2 

安
全
審
査
を
受
け
て
認
可
さ
れ
た
設
置
許
可
申
請
書
の
記
載
内
容
と
食
い
違
う
形
で
、
事
業
者
が
設
計
や
運
転
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
修
正
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
設
置
変
更
許
可
申
請
を
出
し
て
安
全
審
査
を
受
け
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ

と
も
、
必
ず
し
も
受
け
直
す
必
要
は
な
い
の
か
。 

事
業
者
が
安
全
審
査
を
受
け
直
さ
ず
に
、
設
置
許
可
申
請
書
の
記
載
内
容
に
反
す
る
設
計
や
運
転
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
導
入

で
き
る
の
は
、
具
体
的
に
は
設
置
許
可
申
請
書
の
中
の
ど
の
よ
う
な
項
目
・
内
容
に
関
し
て
か
。
ま
た
、
事
業
者
か
ら
規

制
当
局
へ
そ
の
よ
う
な
修
正
に
関
す
る
報
告
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
勝
手
な
修
正
を
規
制
当
局
が 

 

チ
ェ
ッ
ク
し
、
規
制
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
あ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
も
ん
じ
ゅ 

事
業
者
が
設
置
許
可
申
請
書
に
必
ず
し
も
従
う
必
要
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
い
つ
、
ど
の
機
関
に 

 

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
文
言
で
決
定
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
事
業
者
が
従
う
必
要
の
な
い
項
目
・
内
容
と
は
、
一
般
に
、

設
置
許
可
申
請
書
の
ど
の
よ
う
な
性
格
の
部
分
か
。
ま
た
、
設
置
許
可
申
請
書
に
従
わ
な
い
場
合
に
災
害
防
止
上
支
障
が

な
い
か
ど
う
か
を
、
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
基
準
で
勝
手
に
判
断
し
て
よ
い
の
か
。 

一
般
に
、
規
制
当
局
の
安
全
審
査
を
受
け
て
認
可
さ
れ
た
設
置
許
可
申
請
書
の
記
載
内
容
に
、
事
業
者
は
厳
格
に
従
う

必
要
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
従
う
必
要
が
な
い
の
か
。 

四 

 



 

3 

設
置
許
可
申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
に
災
害
防
止
上
の
欠
陥
が
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
最
新
の
知
見
に
即

し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
ど
の
機
関
か
。
ま
た
、
具
体
的
に
そ
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
の
か
。
も 

 

し
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
さ
れ
た
い
。 

科
学
技
術
庁
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
違
反
」
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
の
も
の
か
ど
う
か
現
在
な
お
解
析
・
検
討
中

で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
長
期
間
に
わ
た
る
解
析
・
検
討
を
要
す
る
よ
う
な
「
違
反
」
で
も
再
審
査
を
受
け
ず
に
事

業
者
が
勝
手
に
行
っ
て
よ
い
の
か
。 

も
ん
じ
ゅ
の
場
合
、
動
燃
は
、
二
次
系
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
洩
に
際
し
、
漏
洩
ル
ー
プ
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
ド
レ
ン
に
必
要
な
二

次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
ド
レ
ン
系
機
器
（
主
に
弁
等
に
用
い
て
い
る
電
気
計
装
品
）
の
機
能
維
持
を
図
る
た
め
、
緊
急
ド
レ

ン
に
必
要
な
弁
操
作
完
了
ま
で
は
換
気
装
置
を
止
め
な
い
設
計
・
運
転
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
採
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
火
災

検
知
器
の
信
号
で
空
調
ダ
ク
ト
を
全
閉
と
す
る
と
の
設
置
許
可
申
請
書
の
記
載
内
容
に
「
違
反
」
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ

は
、
設
置
許
可
申
請
書
で
求
め
ら
れ
て
い
な
い
緊
急
ド
レ
ン
を
行
う
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
設
計
変
更
で 

 

も
、
安
全
審
査
を
受
け
直
す
必
要
は
な
い
の
か
。 

の
場
合
に
即
し
て
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
現
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
示
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

動
燃
東
海
事
業
所
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
で
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
充
填
室
や
エ
ク
ス
ト
ル
ー
ダ
室
内
で
の
火
災

発
生
時
に
、
火
災
の
影
響
拡
大
や
爆
発
等
を
防
止
す
る
た
め
の
監
視
シ
ス
テ
ム
が
な
く
、
水
噴
霧
消
火
設
備
は
設
置
さ
れ

て
い
た
が
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
本
施
設
の
設
置
許
可
申
請
書
で
は
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
充
填
室
に
は
炭

酸
ガ
ス
吹
き
出
し
設
備
を
設
け
る
」
と
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
こ
の
対
策
に
よ
っ
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
充
填
室
で
は 

火
災
事
故
が
起
こ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
さ
え
記
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
安
全
審
査
よ
り
前
の
一
九
七

三
年
の
実
験
で
、
動
燃
は
、
炭
酸
ガ
ス
で
は
消
火
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。
安
全
審
査
で
は
こ
の

実
験
で
得
ら
れ
た
知
見
が
全
く
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
な
ぜ
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
一
九
八
一
年
の
ベ
ル

ギ
ー
・
ユ
ー
ロ
ケ
ミ
ッ
ク
火
災
事
故
及
び
一
九
八
三
年
の
動
燃
で
の
実
験
で
、
「
起
こ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
火
災
事 

 

故
が
実
際
に
起
こ
る
こ
と
や
消
火
に
は
大
量
の
散
水
消
火
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
が
、
動
燃
に
よ
る
水

噴
霧
装
置
の
併
設
導
入
に
際
し
、
設
置
変
更
許
可
申
請
は
な
さ
れ
ず
、
水
噴
霧
装
置
の
長
時
間
噴
霧
の
必
要
性
に
つ
い
て

規
制
当
局
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
安
全
審
査
さ
れ
た
設
置
許
可
申
請
書
の
欠
陥
を
動
燃
が
勝
手

に
全
く
不
十
分
な
形
で
補
っ
た
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
動
燃
が
設
置
変
更
許
可
申
請
を
行
う
必
要
は
な

か
っ
た
の
か
。 

六 

 



 

二 

プ
ル
サ
ー
マ
ル
計
画
に
つ
い
て 

1 

プ
ル
サ
ー
マ
ル
用
の
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
に
つ
い
て
、
科
学
技
術
庁
原
子
力
局
核
燃
料
課
は
、
一
般
論
と
し
て
二
回
な
い
し
三

回
の
リ
サ
イ
ク
ル
が
可
能
と
し
て
い
る
が
、
原
子
力
開
発
利
用
長
期
計
画
で
は
、
ど
の
程
度
の
燃
焼
度
の
も
と
で
何
回
の

リ
サ
イ
ク
ル
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
判
断
基
準
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
組
成
劣
化 

動
燃
は
、
今
回
の
事
故
の
直
前
に
エ
ク
ス
ト
ル
ー
ダ
の
混
合
速
度
を
毎
時
二
百
リ
ッ
ト
ル
か
ら
毎
時
百
六
十
リ
ッ
ト
ル

に
変
更
し
て
お
り
、
こ
れ
が
火
災
・
爆
発
事
故
の
原
因
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
事
故
原
因
の
究
明
は
さ
て
お
き
、

こ
の
混
合
速
度
は
、
動
燃
が
申
請
し
許
可
さ
れ
た
運
転
条
件
の
枠
内
で
あ
っ
た
（
衆
議
院
科
学
技
術
委
員
会
一
九
九
七
年

四
月
二
十
四
日
の
中
野
参
考
人
の
答
弁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
運
転
条
件
に
関
す
る
規
制
当
局
へ
の
申
請
は
い
つ
行

わ
れ
、
本
件
に
係
る
安
全
審
査
は
い
つ
、
ど
の
機
関
が
行
っ
た
の
か
。
そ
の
際
、
毎
時
百
六
十
リ
ッ
ト
ル
ま
で
混
合
速
度

を
下
げ
て
よ
い
と
い
う
認
可
は
、
ど
の
よ
う
な
実
験
結
果
や
技
術
的
根
拠
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
動
燃
に

よ
る
「
九
七
―
Ｍ
四
六
―
一
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
運
転
計
画
書
」
が
認
可
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
審
査
は
、
い
つ
、
ど

の
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
運
転
計
画
書
が
設
置
許
可
申
請
書
で
の
記
載
内
容
と
食
い
違
う

場
合
に
は
、
設
置
許
可
変
更
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
の
か
。 

七 

 



 

2 

使
用
済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
に
つ
い
て
は
、
六
ケ
所
再
処
理
工
場
で
は
再
処
理
せ
ず
、
二
〇
一
〇
年
頃
に
方
針
決
定
さ
れ
る

第
二
再
処
理
工
場
で
再
処
理
す
る
計
画
と
考
え
て
よ
い
か
。 

原
子
力
安
全
委
員
会
は
平
成
七
年
六
月
に
、
軽
水
炉
用
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
核
分
裂
性
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
富
化
度
を
八
％
ま

で
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
プ
ル
サ
ー
マ
ル
の
安
全
審
査
を
行
う
旨
、
決
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

組
成
に
ど
の
よ
う
な
仮
定
を
置
き
、
何
回
ま
で
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。 

使
用
済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
は
、
通
常
の
使
用
済
み
ウ
ラ
ン
燃
料
と
比
べ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
含
有
量
が
多
く
同
位
体
組

成
が
高
次
側
ヘ
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
、
ア
ク
チ
ニ
ド
含
有
量
が
多
く
α
放
射
能
量
や
中
性
子
発
生
率
が
高
い
こ
と
、
白

金
族
元
素
の
核
分
裂
生
成
物
が
多
く
溶
解
し
に
く
い
こ
と
等
か
ら
、
使
用
済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
溶
解
、
臨
界
管
理
、
被
曝

防
護
な
ど
困
難
な
技
術
開
発
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
美
浜
と
敦
賀
で
の
少
数
体
Ｍ
Ｏ
Ｘ
試
験
燃
料
や
新
型
転

換
炉
ふ
げ
ん
の
使
用
済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
溶
解
試
験
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
低
燃
焼
度
の
使
用
済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃 

（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
三
八
、
二
四
〇
、
二
四
二
な
ど
の
割
合
の
増
加
）
、
そ
れ
に
伴
う
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
富
化
度
の
上
昇
、 

 

使
用
済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
再
処
理
の
技
術
的
・
経
済
的
困
難
さ
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
プ
ル
サ
ー
マ

ル
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
回
数
を
定
め
る
基
準
は
何
か
。 

八 

 



 

 

九 

料
で
あ
る
。
実
際
の
プ
ル
サ
ー
マ
ル
で
対
象
と
な
る
ト
ン
当
た
り
三
～
五
万
Ｍ
Ｗ
Ｄ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
高
燃
焼
度
の
溶

解
試
験
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
行
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
行
わ
れ
る
計
画
な
の
か
。
さ
ら
に
、
商
業
的
規
模
で
の
プ
ル
サ
ー

マ
ル
用
使
用
済
み
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
再
処
理
は
い
つ
頃
可
能
に
な
る
と
想
定
し
て
い
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


